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知
ら
せ

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対

策
分
）
に
つ
い
て

　

消
費
税
増
税
に
伴
い
、
所
得
が

少
な
い
方
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
、「
臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済

対
策
分
）」
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
申
請
の
受
付
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
は
、
４
月
下
旬
に
申
請
書

な
ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申
請

期
限
は
、
9
月
29
日（
金
）で
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
、
申
請
期
限
ま
で
に
お
忘
れ

な
く
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
書
に
不
備
が
あ
る

場
合
は
不
備
の
お
知
ら
せ
を
し
て

い
ま
す
。
不
備
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

不
備
の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
し
た

ら
、
内
容
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
で
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
場
合
や
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
８

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

振
り
込
め
詐
欺
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
!!

　

給
付
金
に
絡
む
詐
欺
被
害
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。
給
付
金
事
業

の
実
施
に
際
し
、

●
町
職
員
か
ら
電
話
に
よ
る
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま

せ
ん
。

●
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
給
付

金
を
支
給
す
る
た
め
に
、
手
数

料
の
振
込
み
を
求
め
る
こ
と
な

ど
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
も

し
、
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
場
合
は
、
最
寄
り
の
警
察

署
又
は
警
察
相
談
専
用
電
話

（
＃
９
１
１
０
）
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

の
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
、
介
護
保
険
負
担
限
度
額

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
有
効

期
限
が
７
月
末
に
な
っ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
８
月
１
日
か
ら
認
定
を

受
け
る
た
め
に
は
８
月
末
ま
で
に

更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
開
始
日　

　

７
月
３
日（
月
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
本
人
及
び
配
偶
者
の
預
貯
金
全

額
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し

（
最
新
ま
で
記
帳
済
の
も
の
で
、

残
高
が
分
か
る
ペ
ー
ジ
と
表
紙

を
コ
ピ
ー
）

・
本
人
及
び
配
偶
者
の
有
価
証
券
、

金
、
銀（
積
立
購
入
を
含
む
）、

投
資
信
託
が
あ
る
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
残
高
の
写
し

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　

☎
８
９
３-
３
８
１
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　

☎
８
６
７--

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

 　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
４

　

お
知
ら
せ

社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担

軽
減
制
度
の
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
、
社
会
福
祉
法
人
等
利
用

者
負
担
軽
減
制
度
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
有
効
期
限
が
７
月
末

に
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
８

月
１
日
か
ら
認
定
を
受
け
る
た
め

に
は
８
月
末
ま
で
に
更
新
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
開
始
日　

　

７
月
３
日（
月
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
本
人
及
び
世
帯
員
の
預
貯
金
全

額
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し

（
最
新
ま
で
記
帳
済
の
も
の
で
、

残
高
が
分
か
る
ペ
ー
ジ
と
表
紙

を
コ
ピ
ー
）

・
本
人
及
び
世
帯
員
の
有
価
証
券
、

金
、
銀（
積
立
購
入
を
含
む
）、

投
資
信
託
が
あ
る
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
残
高
の
写
し

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　
　
　

  

☎
８
９
３-

３
８
１
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

 　
　
　

 

☎
８
６
９-

２
１
１
４

お
知
ら
せ

多
子
世
帯
保
育
料
等
軽
減
補

助
金
の
お
知
ら
せ

　

町
で
は
子
育
て
支
援
と
し
て
、

多
子
世
帯
に
お
け
る
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
保
護
者
の

保
育
料
や
幼
稚
園
授
業
料
に
対
し

て
助
成
す
る
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
は
４
月
か
ら
適

用
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

世
帯
の
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
対
象

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
18
歳
未

満
の
児
童
が
３
人
以
上
い
る
世
帯

の
３
人
目
以
降
で
、
町
外
の
幼
稚

園
（
新
制
度
適
用
外
施
設
）
又
は

届
出
認
可
外
保
育
施
設
へ
通
所
す

る
３
歳
未
満（
※
）の
児
童
が
い
る

世
帯

※
年
齢
は
平
成
29
年
４
月
１
日
現

在
で
す
。

▼
補
助
金
額　

・
幼
稚
園
授
業
料
（
上
限
：
月
額

２
５
，０
０
０
円
）

・
届
出
認
可
外
施
設
保
育
料
（
上

限
：
月
額
５
０
，０
０
０
円
）

▼
申
請
期
限

　

７
月
31
日（
月
）

※
申
請
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局

☎
８
９
３-

１
９
２
２


